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資料１ 



パブリックコメント等の結果

資料２



パブリックコメント・意見聴取の概要
パブリックコメント等の結果

実施概要

◼ 東京都廃棄物審議会における今後の議論の参考とするため、計画等の策定に係る意見公募手続に関する要綱（06政戦企

第1004号）の規定に基づき、都民、事業者、団体等から広く意見を募集【パブリックコメント】

◼ また、廃棄物処理法第５条の５第３項の規定に基づき、区市町村及び一部事務組合から意見を聴取【意見聴取】

寄せられた意見数

• 東京都廃棄物審議会でとりまとめた「東京の資源循環及び廃棄物処理に係る施策の方向性（中間とりまとめ）」に

ついて、以下のとおりパブリックコメント・意見聴取を実施（実施期間：11/5～12/4【30日間】）

区分 施策関係 施策関係以外 巻末資料（プラ） 計

パ
ブ
コ
メ

都民 ５ 件 １ 件 １ 件 ７ 件

事業者 11 件 - ２ 件 13 件

団体 ８ 件 - - ８ 件

小計 24 件 １ 件 ３ 件 28 件

意
見
聴
取

区市町村 ４ 件 ４ 件 ３ 件 11 件

一部事務組合 ２ 件 ４ 件 １ 件 ７ 件

小計 ６ 件 ８ 件 ４ 件 18 件

計 30 件 ９ 件 ７ 件 46 件

← 意見提示数：９通

← 意見提示数：５通

← 合計：14通

※ 主な意見内容と対応は次頁以降のとおり



主な意見内容と対応① （意見の趣旨を踏まえ加筆修正を行うもの）

パブリックコメント等の結果

番号 意見要旨 該当箇所
意見者
分類

１ サーキュラー・エコノミーのコラムに、従来の「循環型社会」に向けた取組との違いなども盛り込むべき １章Ｐ４ 都民

２
ＳＡＦの普及拡大について、清掃一部事務組合と連携し、都内廃棄物を原料とするバイオエタノール製造技術

の社会実装を目指していくこととしているが、清掃一部事務組合だけでなく区市町村との連携も追記すべき
４章Ｐ18

地方

公共団体

３
建設廃棄物対策について、施策の対象が「（利用が進んでいない）再生骨材コンクリート」であることを

 明記すべき
４章Ｐ20 業界団体

４ 有料化はごみ減量に加え、資源循環・リサイクル促進等にも資することを明示すべき ４章Ｐ22 企業

５
手数料制度については、「負担だけ」で語られると住民の理解は得にくいため、合意形成に向けては導入に

 よる多面的効果（削減量・負担軽減・環境効果）を示していくことが重要
４章Ｐ22 企業

６
広域化・集約化の検討に当たっては、都民生活への影響や施設整備に伴うごみ処理能力低下などの課題解決に

 向けて区市町村の状況を確認することを追記すべき
４章Ｐ31

地方

公共団体

７ 清掃工場におけるＣＯ２の回収技術について、回収・有効利用の推進に加え、利活用先の拡大等も追記すべき ４章Ｐ35
地方

公共団体

８
小平市事例のコラムについて、硬質の容器包装プラは従前から資源として収集を行っており、平成31年度から

 軟質の容器包装プラも可燃ごみから資源に切り替えたことが分かるよう記載すべき
巻末Ｐ43

地方

公共団体

９ 一般廃棄物再生利用率の算出方法の注釈がないため、追記すべき 参考Ｐ54
地方

公共団体

※ 上記に加え、文言修正に係る指摘・意見を踏まえ加筆・修正を実施



主な意見内容と対応② （今後の施策運営に当たっての参考意見１）

パブリックコメント等の結果

番号 意見要旨 該当箇所
意見者
分類

10
食品ロス・食品リサイクル対策について、外食産業における食べ残し低減化は困難であり、それを未利用資源

として有効利用する企業への補助金を拡充するなど、資源循環の増強対策を継続して実施すべき
４章Ｐ17 業界団体

11
バイオマス資源循環の促進に当たり、古紙や繊維、生ごみなどは各々発生場面、回収方法、リサイクル方法

 が異なるため、各々で施策が立てられる区分で施策を展開すべき
４章Ｐ18 都民

12
再生砕石・再生骨材コンクリートの滞留問題対策や建設資材廃棄物のリサイクル推進に向け、ストックヤード

 の整備や広域利用推進に向けたバースの整備、国が進めるサーキュラエコノミーポートの検討を進めるべき
４章Ｐ20 業界団体

13
建設再生材について、まず都発注工事から品質やトレーサビリティを確保し、利用実績を把握・公表する

 仕組み整備を行い、その上で民間工事の建設現場で再生材使用を控える意識の払拭を図るという手順が必要
４章Ｐ20 業界団体

14
行動変容の促進において、体験型教育の最も身近で効果的な場は学校給食であり、紙パックリサイクルは

実践的な環境教育として優れていることから、普及促進を図るべき
４章Ｐ25 企業

15
多様な主体との連携・協働の促進に当たり、最適な分別・回収システムのあり方を検討する長期的な研究会

 やステークホルダー対話の場の設置を検討することを提案する
４章Ｐ26 企業

16
広域化・集約化について、都は市町村が施設整備に係る計画を策定する段階からコーディネーターを務める

 とともに、市町村を含む協議会を設立し、合意形成に向けた積極的な関与をすべき
４章Ｐ31

地方

公共団体

17
リチウムイオン電池の各地域が連携した同一の分別回収実施や、外国人にも分かりやすい捨て方啓発を進める

 べき
４章Ｐ32 業界団体

18 リチウムイオン電池対策の推進に当たり、処理・リサイクルを担う事業者への支援を進めるべき ４章Ｐ32 企業



主な意見内容と対応③ （今後の施策運営に当たっての参考意見２）

パブリックコメント等の結果

番号 意見要旨 該当箇所
意見者
分類

19
災害廃棄物対策については、「どこへ運ぶか」に関する議論と並行して「どうやって運ぶか」についての議論

 も重要
４章Ｐ33 都民

20 災害廃棄物対策において、仮置場の確保に向け都有地・国有地の貸与等の対応を検討すべき ４章Ｐ33
地方

公共団体

21
災害廃棄物の処理は一般廃棄物として区市町村が処理にあたることとなっているが、区市町村における災害

 廃棄物対策の推進に向け、都がリーダーシップをとっていくべき
４章Ｐ33 業界団体

22
大規模災害時の災害廃棄物の広域処理を効率的に進めるために、船舶による大量輸送を可能にする廃棄専用

バースの整備を進めていくべき
４章Ｐ33 業界団体

23
廃棄物の排出量削減を図り、清掃工場の脱炭素施策の推進のための原資や施設の更新に必要な資金を確保する

ためにも、家庭ごみの有料化を推進していくべき
４章Ｐ35 都民

24
店頭回収は様々な点から有効性が高く、社会インフラとして拡充していくべきであり、小売企業への経済支援

 や、メーカー等における再生材使用の後押しをする制度の創出を国に提唱すべき
巻末Ｐ43 企業

25
都内や首都圏近郊では、プラスチックの高度リサイクルが可能な施設が限られており、都内リサイクル基盤の

 強化が重要。都内に官民連携で施設を整備し、地域内で資源循環を完結できる体制を構築することを提案する
巻末Ｐ49

地方

公共団体

26
今後の実効性ある施策展開に向けては、一廃行政を所管する区市町村の取組が重要であり、都は区市町村に

 対する技術的支援を積極的に実施すべき
― 企業

27 当計画の推進に当たり、中小零細の処理・リサイクル事業者が連携を取りやすい施策を今後さらに進めるべき ― 業界団体



通し

番号

受付

番号
意見提出者 章

該当

ページ
提出意見の要旨 対応案

1 1-1 個人 1章 4

サーキュ ラ ー・ エコ ノ ミ ーのコ ラ ムについて、

サーキュ ラ ー・ エコ ノ ミ ーに関する 説明だけでな

く 、 従来の「 循環型社会」 の概念と 「 サーキュ

ラ ー・ エコ ノ ミ ー」 概念の比較などについても 記

載を盛り 込むべき ではないか。

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を追記いたし ま し

た。

2 4-1 地方公共団体

３ 章

４ 章

巻末資料

参考資料

12

15

16

17

41

42

65

本文中に「 家庭系」 と いう 表記がみら れる が、

「 事業系」 は事業に関連する も の以外でも 対象に

なる ため、 「 事業系」 と の対比と して「 家庭」 ま

たは「 生活系」 と すべき ではないか。

当中間と り ま と めでは、 国の食品ロ ス 対策等での

表現に倣い、 家庭から 排出さ れる も のを「 家庭

系」 と して記載しており 、 原案のと おり と さ せて

いただき ま す。

3 1-1 個人 3章 13

将来推計に当たり 設定し た施策効果と して「 バイ

オマス 廃棄物の資源循環促進」 を盛り 込んでいる

が、 古紙や繊維、 生ごみなどは各々発生場面、 回

収方法、 リ サイ ク ル方法が異なる ため、 一括り で

施策と して扱う べき ではないと 考える 。

ま た、 例えば化石燃料に由来する 合成繊維や、 使

い捨ておむつの構成材料にプラ ス チッ ク （ 不織

布・ 吸水ポリ マー等） が含ま れる こ と などについ

ても 留意が必要である 。

当中間と り ま と めでは、 生ごみ・ 古紙・ 繊維等、

指すも のが明確であり 、 各々で施策が立てら れる

区分で策定する べき ではないか。

当中間と り ま と めでは、 資源循環の更なる 進展に

向けて重要な分野である と の認識のも と 、 厨芥、

紙類、 繊維、 木草等をま と めてバイ オマス と 表現

し 、 重点対策分野に位置付けていま す。

一方で、 御指摘のと おり 各項目ごと に抱える 課題

や講じ る べき 具体的な対策等は異なる ため、 今

後、 施策展開の詳細な検討を行う 段階において

は、 効果的な施策の実施に必要な区分設定を行っ

ていく 予定です。

4 4-5 地方公共団体 ３ 章 13

区部の最終処分量について、 東京二十三区清掃一

部事務組合における 現行の「 一般廃棄物処理基本

計画（ 第５ 次） 」 では、 計画最終年度の令和16年

度時点で17.3万ト ンを計画しており 、 当中間と り

ま と めの推計値と 乖離がみら れる ため、 修正すべ

き ではないか。

当中間と り ま と めでは、 今後強化・ 加速を図る 取

組の施策効果等を勘案し た「 対策強化シナリ オ」

に基づき 、 ごみ減量効果を見込んだ上で、 最終処

分量の推計を行っており 、 原案のと おり と さ せて

いただき ま す。

5 4-5 地方公共団体
３ 章

参考資料

13

58

区部焼却灰の資源化率について、 東京二十三区清

掃一部事務組合における 現行の「 一般廃棄物処理

基本計画（ 第５ 次） 」 では、 計画最終年度の令和

16年度時点で48％を計画しており 、 整合を取る べ

き ではないか。

東京二十三区清掃一部事務組合の「 一般廃棄物処

理基本計画（ 第５ 次） 」 では、 計画最終年度の令

和16年度時点で焼却灰の資源化率を53％と 計画し

ている こ と から 、 数値については原案のと おり と

さ せていただき ま す。 なお、 御指摘を踏ま え、 第

５ 次計画から の引用である こ と について記載を修

正いたし ま し た。

6 3-2 業界団体 ４ 章 17

食品ロ ス ・ 食品リ サイ ク ル対策について、 外食産

業における 食べ残し などの低減化は困難であり 、

それを未利用資源と して有効利用する 企業への補

助金を拡充する など 、 資源循環の増強対策を継続

して実施すべき ではないか。

食品ロ ス 対策では、 御意見のと おり 、 発生抑制に

加え、 循環利用の促進も 重要な取組である と 認識

していま す。 現在改定を進める 次期「 東京都食品

ロ ス 削減推進計画」 では、 循環利用の促進を施策

の柱の一つに掲げる 予定であり 、 今後、 地域性を

踏ま えた面的な食品リ サイ ク ルや小規模事業者等

でも 取り 組みやすいリ サイ ク ルルート 構築などの

取組を進めていき ま す。

7 4-1 地方公共団体 ４ 章 17
「 東京23区清掃一部事務組合」 ではなく 、 「 東京

二十三区清掃一部事務組合」 が正式な記載。

御指摘のと おり 記載を修正いたし ま し た。

8 4-5 地方公共団体 ４ 章 17
「 東京23区清掃一部事務組合」 ではなく 、 「 東京

二十三区清掃一部事務組合」 が正式な記載。

御指摘のと おり 記載を修正いたし ま し た。

東京の資源循環及び廃棄物処理に係る 施策の方向性（ 中間と り ま と め） に対する 意見一覧

別紙



9 4-1 地方公共団体 ４ 章 18

SAFの普及拡大について、 清掃一部事務組合と も

連携し 、 都内廃棄物を原料と する バイ オエタノ ー

ル製造技術の社会実装を目指していく こ と と して

いる が、 こ こ で言う 清掃一部事務組合はどの団体

を想定している のか。 区部以外も 含めて取組を推

進していく のであれば、 都内には廃棄物処理施設

を単独設置している 自治体が存在する ため、 記載

を修正すべき ではないか。

主な連携先は、 既に連携し 取組を進めている 東京

二十三区清掃一部事務組合を想定していま すが、

中期的には都内全域でのバイ オエタノ ール化の促

進に繋げていく ため、 取組の推進に当たっては清

掃一部事務組合だけでなく 区市町村と の連携も 不

可欠である ため、 御指摘を踏ま え記載を修正し ま

し た。

10 3-2 業界団体 ４ 章 18

廃食用油を活用し たＳ Ａ Ｆ の普及拡大に関して

は、 技術面、 コ ス ト 面の課題があり 、 かなり の期

間を要する こ と が想像さ れる 。 そのため、 Ｓ Ａ Ｆ

の普及が拡大する ま での間、 廃食用油を活用し た

Ｂ Ｄ Ｆ （ バイ オディ ーゼル燃料） の都内工事への

適用（ 工事重機等への使用） を補完施策と して追

加すべき ではないか。

廃食用油を活用し たＳ Ａ Ｆ の製造については、 本

年４ 月に国内初の大規模製造所から のＳ Ａ Ｆ 供給

が開始し たほか、 全国で複数の大規模製造所の建

設プロ ジェ ク ト が進行していま す。 家庭から 排出

さ れる 廃食用油は、 現状そのほと んどが廃棄さ れ

ている こ と から 、 都内における 家庭用廃食用油の

回収拡大を図り 、 体制整備が進むＳ Ａ Ｆ の製造先

へと つなげていく こ と で、 脱炭素への貢献に加え

再生利用・ 資源循環の一層の推進を目指していき

ま す。

頂いたご意見は、 今後の施策運営の参考と さ せて

いただき ま す。

11 2-3 事業者 ４ 章 18

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 紙類の中でも 特に「 飲

料用紙製複合容器」 は現状焼却が大部分で、 資源

化の余地が大き いと 考える 。 紙類の資源化を強調

する 政策全体の整合性に沿う ため、 具体的資源を

例示する 意義がある こ と から 、 P19L4以降を以下

のよ う に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 特に可燃ごみ中で最も 多く を占める 紙類につい

ては、 資源と しての回収を徹底する と と も に、 汚

れた雑がみや飲料用等の紙製複合容器を含む一層

の資源化に向けたリ サイ ク ルルート の拡大を進め

ていく 必要がある 。 」

「 飲料用紙製複合容器」 に係る 御意見について

は、 紙類の資源化促進に向けて、 今後の施策運営

の参考と さ せていただき ま す。

12 1-2 個人 ４ 章 18

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 再資源化の対象と する

紙類に関しては、 廃棄物行政に携わる 機関と その

担当官によ る 見解の相違が生じ る こ と のないよ

う 、 明確な基準等の設定に係る 技術的助言の提供

などを通じ て、 東京都が主体的かつ積極的に関与

する べき ではないか。

紙類等のバイ オマス 資源の循環利用促進に向け

て、 御指摘の技術的助言をはじ め、 都の果たすべ

き 役割は大き いと 認識していま す。 頂いた御意見

は、 今後の施策運営の参考と さ せていただき ま

す。

13 4-1 地方公共団体
４ 章

参考資料

19

53

資源はごみではないと して、 「 資源ごみ」 と いう

表現がふさ わし く ないと いう 意見も ある ため、

「 ごみ」 を削除して「 資源」 と 標記すべき ではな

いか。

国や東京都の統計資料に加え、 各区市町村におい

ても 「 資源ごみ」 と いう 表現が広く 用いら れてい

る ため、 原案のと おり と さ せていただき ま す。

14 2-3 事業者 ４ 章 19

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 行政文書においては数

量的根拠の提示が政策優先順位を左右する と 考え

る 。 紙類が可燃ごみの最大構成要素である 事実を

明記する こ と で、 資源化重点分野と しての位置づ

けが明確になる こ と から 、 P19L4に、 P52（ 参考

資料） に示さ れている 区部可燃ごみの42.2％が紙

類である こ と を明記すべき ではないか。

本文全体の平仄を鑑み、 原案のと おり と さ せてい

ただき ま す。



15 2-3 事業者 ４ 章 19

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 手数料制度導入は単に

減量を促すだけでなく 、 新たな資源回収を開始す

る 契機にも なる と 考える 。 再生利用可能な焼却物

を資源化する 方針・ 政策の方向性を明確化する た

め、 P19L11以降を以下のよ う に修正してはどう

か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 各自治体が実施する 生ごみの堆肥化や衣類の分

別回収に加え、 現在焼却・ 最終処分さ れている 再

生利用可能な資源の回収を促す手数料等によ る イ

ンセンティ ブの設定」

御意見の趣旨については、 P22において記載の修

正を行う ため、 本項については原案のと おり と さ

せていただき ま す。

16 2-3 事業者 ４ 章 19

「 重点分野４  バイ オマス 資源の循環利用促進

（ 行政回収） 」 について、 特に牛乳用紙容器やア

ルミ 付き 紙容器などは現状焼却さ れている 重要な

資源であり 、 明確に例示する こ と で施策範囲が具

体化さ れる こ と から 、 P19L15以降を以下のよ う

に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 飲料用紙製複合容器や雑がみ、 紙おむつなど優

れた再資源化技術を有する 事業者と の連携等によ

る リ サイ ク ルルート の拡大」

「 飲料用紙製複合容器」 に係る 御意見について

は、 紙類の資源化促進に向けて、 今後の施策運営

の参考と さ せていただき ま す。

17 4-5 地方公共団体 ４ 章 20
リ チウムイ オン電池対策は「 施策領域８ 」 が正し

い。

御指摘のと おり 記載を修正いたし ま し た。

18 3-3 業界団体 ４ 章 20

建設廃棄物対策について、 再生砕石の滞留などの

原因が都内・ 近郊部での需要の減少である こ と を

記載すべき ではないか。

ま た、 再生砕石はほぼ全量がリ サイ ク ルさ れてい

る こ と から 、 施策の対象が「 （ 利用が進んでいな

い） 再生骨材コ ンク リ ート 」 である こ と を明記す

べき ではないか。

「 再生資材使用を控える 意識の払拭」 について

は、 ま ず都発注工事から 品質やト レ ーサビリ ティ

を確保し 、 利用実績を把握・ 公表する ための仕組

みの整備を行い、 その上で民間工事の建設現場で

の再生資材使用を控える 意識の払拭を図る と いう

手順が必要ではないか。

なお、 利用事績を把握・ 公表する 仕組みは、 利用

実態の分析に加え、 再生資材を積極的に利用する

民間事業者の評価する 場合も 有効である と 考え

る 。

建設廃棄物の循環利用促進に向けては、 路盤材の

需要減少等によ り 都市部では再生砕石の滞留が顕

在化してき ている こ と などから 、 新たな活用先と

して再生骨材コ ンク リ ート の利用促進も 重要な施

策対象であり 、 御指摘の趣旨を踏ま え、 記載を修

正いたし ま し た。

再生資材の使用を控える 意識の払拭に当たり 、 都

発注工事については、 環境物品等調達方針に基づ

き 品質・ ト レ ーサビリ ティ の確保等に向けて取組

を推進している と こ ろであり 、 御意見も 踏ま えつ

つ、 今後民間工事も 含め更なる 対策を検討してい

き ま す。

19 3-3 業界団体 ４ 章 20

建設廃棄物対策について、 ス ト ッ ク ヤード 整備・

運用方法の検討を行う こ と で、 再生骨材コ ンク

リ ート をはじ めと する 建設資材廃棄物のリ サイ ク

ル推進に寄与する こ と から 、 静脈物流の効率化策

の検討に「 ス ト ッ ク ヤード の整備・ 運用方法」 を

追記すべき ではないか。

都は、 再生骨材コ ンク リ ート などを環境物品等調

達方針に位置付け、 公共工事等での使用を推進し

ていま す。 引き 続き 、 国の建設リ サイ ク ルの推進

に向けた検討状況や調査結果等も 踏ま え、 広域的

な資源循環などについて検討していき ま す。

3-2 業界団体 ４ 章 20

3-2 業界団体 ４ 章 20

建設廃棄物対策について、 再生砕石の滞留問題対

策と して、 再生砕石をス ト ッ ク する ス ト ッ ク ヤー

ド の整備を進める べき ではないか。 ま た、 再生砕

石の広域利用を推進する ため、 船舶輸送を可能に

する バース の整備を進める と と も に、 国が進めて

いる サーキュ ラ エコ ノ ミ ーポート を東京都でも 検

討する べき ではないか。

都は、 再生砕石などを環境物品等調達方針に位置

付け、 公共工事等での使用を推進していま す。 引

き 続き 、 国の建設リ サイ ク ルの推進に向けた検討

状況や調査結果等も 踏ま え、 広域的な資源循環な

どについて検討していき ま す。

20



21 1-2 個人 ４ 章
21

35

廃棄物の排出量削減を図り 、 清掃工場の脱炭素施

策の推進のための原資や施設の更新に必要な資金

を確保する ためにも 、 家庭ごみの有料化を推進し

ていく べき ではないか。

家庭ごみ有料化をはじ めと する ごみの減量化・ リ

サイ ク ルを促す仕組みの構築に当たっては、 ご指

摘の脱炭素施策の推進など、 導入の意義や効果等

の整理・ 発信が重要である ため、 御意見の趣旨を

踏ま え、 記載を修正いたし ま し た。

22 2-3 事業者 ４ 章 22

「 ごみ減量を促す仕組みの構築と 区市町村の取組

の後押し 」 について、 手数料制度導入の本質は

「 可燃・ 埋立ごみ減量＋分別強化＋新規資源化」

を同時に進める 点にある と 考える 。 現在可燃ごみ

と して扱われている 再生利用可能な資源の資源物

と しての回収開始こ そが効果の核心であり 、 文言

上も 明示する 必要がある こ と から 、 P22L2を以下

のよ う に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 ごみ減量と 新たな資源循環を一体的に促進する

仕組みの構築と 、 区市町村の取組の後押し 」

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を修正いたし ま し

た。

23 2-3 事業者 ４ 章 22

「 ごみ減量を促す仕組みの構築と 区市町村の取組

の後押し 」 について、 「 負担だけ」 で語ら れる と

住民の理解は得にく いと 考える 。 手数料制度導入

によ る 多面的効果（ 削減量・ 負担軽減・ 環境効

果） を示すこ と で合意形成が促進さ れる ため、

P22L5以降を以下のよ う に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 都民の理解と 協力が得ら れる よ う 、 手数料制度

導入によ る 可燃ごみ削減効果、 リ サイ ク ル率の向

上、 現在可燃ごみと して扱われている 再生利用可

能な資源の回収開始によ る 住民負担の軽減（ ごみ

袋代の実質的削減効果） 、 GHG排出削減効果など

の関連情報を積極的に発信する こ と を含め」

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を修正いたし ま し

た。

24 2-3 事業者 ４ 章 22

「 施策領域３  廃棄物の循環利用の更なる 促進」

について、 東京は政策的にも 社会的にも 全国に強

い影響を持つため、 「 全国の範と なる モデル」 と

しての記述に格上げする 意義がある と 考える 。 ま

た、 紙類が可燃ごみの最大構成要素である 点を踏

ま え、 重点化を明示して施策の方向性を強化すべ

き であり 、 P22L9～L12の記載を以下のよ う に修

正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 資源の大消費地であり 、 再生資源の供給・ 使用

に大き な役割と ポテンシャ ルを持つ東京の責務と

して、 既存構造にと ら われず、 全国の範と なる リ

サイ ク ルモデルを構築し 、 水平リ サイ ク ル等の高

度リ サイ ク ル推進や、 現状焼却・ 最終処分さ れて

いる 再生利用可能な資源のリ サイ ク ルルート 構

築、 再生資源の積極的活用など、 廃棄物の高度循

環利用を積極的に進めていく べき である 。 特に、

可燃ごみ中で最も 多く を占める 紙類（ 飲料用紙製

複合容器や雑がみ等） については、 再生利用可能

な資源と して明確に位置づけ、 重点的に取り 組み

を進める 。 」

御意見の前段については、 原案において同旨の記

載を盛り 込んでおり 、 後段については、 紙類をは

じ めと する バイ オマス 資源循環の促進を施策領域

１ で重点対策分野に位置付けている こ と から 、 い

ずれも 原案のと おり と さ せていただき ま す。



25 2-3 事業者 ４ 章 25

「 都民・ 事業者等の行動変容の促進」 において、

体験型教育の最も 身近で効果的な場は学校給食で

あり 、 紙パッ ク リ サイ ク ルは実践的な環境教育と

して優れている 。 給食での牛乳用紙パッ ク のリ サ

イ ク ル取組率が全国平均で４ 割台にと どま る 実態

を踏ま え（ 全国牛乳容器環境協議会調べ） 、 完全

実施を明確化する こ と で政策効果を高めら れる こ

と から 、 施策強化の方向性（ 情報発信の更なる 強

化） を以下のよ う に修正してはどう か。

【 提案内容（ 修正文） 】

「 学校給食現場での牛乳用紙パッ ク リ サイ ク ルの

完全実施を目標に掲げ、 段階的な普及を図る 。 体

験型の情報発信を展開する こ と などによ り 、 学校

現場等における 若者世代への様々な学習機会の充

実も 進めながら 、 持続可能なラ イ フス タイ ルへの

転換を促進していく べき である 。 」

行動変容の促進に向けては、 御提案いただいた内

容に限ら ず、 様々な方策が想定さ れる こ と から 、

原案のと おり と さ せていただき ま す。

頂いた御意見は、 今後の施策運営の参考と さ せて

いただき ま す。

26 2-3 事業者 ４ 章 26

「 施策領域５  多様な主体と の連携・ 協働の促進」

について、 2035年のビジョ ン達成を見据え、 現在

の分別収集シス テムをさ ら に発展さ せ、 プラ ス

チッ ク やアルミ 箔が貼ら れた複合紙容器などが持

つ高い資源価値を最大限に引き 出すための最適化

を検討する 好機にある と 考える 。 可燃ごみの削減

を図り 、 かつ貴重な紙資源のリ サイ ク ル価値を最

大化する ため、 東京都が主導し 、 最適な分別・ 回

収シス テムのあり 方を検討する長 期的な研究会や

ス テーク ホルダー対話の場の設置を検討する こ と

を提案する 。

都は、 多様な主体と の連携・ 協働の促進に向け、

東京サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー推進センタ ー（ T-

CEC） における 相談・ マッ チングやネッ ト ワ ーキ

ングの場の提供（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ーサロ

ン） など 、 様々な取組を展開していま す。 頂いた

御意見は、 今後の施策運営の参考と さ せていただ

き ま す。

27 1-2 個人 ４ 章
30

34

「 ゼロ エミ ッ ショ ン東京」 の実現に向け、 特別区

における 清掃工場の搬入枠設定プロ セス にDX技

術やAIを導入し 、 搬入予想量・ 処理可能量に加え

て収集運搬車両の走行によ り 発生する CO2が極小

と なる 最適解を得ら れる シス テムを構築・ 実装す

る こ と に対し 、 財政的支援や技術的助言を積極的

に行う こ と を記載すべき ではないか。

廃棄物処理シス テムのDX推進は、 廃棄物処理業

務の効率化・ 省人化や、 処理の高度化・ 強靭化、

業界の働き 方改革、 脱炭素への貢献など、 様々な

効果を持つと 考えており 、 行政施策においても

DX推進を図っていき ま す。

28 4-5 地方公共団体 ４ 章 31

一般廃棄物処理の広域化、 処理施設の集約化につ

いて、 区部の焼却施設整備計画（ 東京二十三区清

掃一部事務組合の一般廃棄物処理基本計画で定め

る 施設整備計画） の実現に向け、 「 施策を巡る 課

題」 に以下のと おり 記載を追加すべき ではない

か。

「 なお、 区市町村における 今後の施設整備におい

ては、 都民生活への影響を最小限と する ため、 施

設整備に伴う ごみ処理能力低下などの課題解決に

向けて区市町村の状況を確認する など 、 連携を強

化していく 。 」

御意見の趣旨を踏ま え、 記載を修正いたし ま し

た。



29 4-4 地方公共団体 ４ 章 31

「 一般廃棄物処理の広域化、 処理施設の集約化」

について、 長 期広域化・ 集約化計画の策定がおも

なト ピッ ク と して扱われている が、 環境省通知に

も ある と おり 、 広域化・ 集約化の着実な進行につ

いては、 東京都が果たすべき 役割も 大き いと 考え

る 。

大阪府循環型社会推進計画のよ う に、 市町村が施

設整備に係る 計画を策定する 段階から 、 広域化・

集約化に関する コ ーディ ネータ ーを務める こ と に

ついての記載を盛り 込むと と も に、 多摩地域の広

域化・ 集約化を後押しする ため、 市町村を含む協

議会を設立し 、 施設整備方針およ び課題解決にお

ける 合意形成に向けた積極的な関与をすべき では

ないか。

 参考URL（ 大阪府循環型社会推進計画）

https://w w w .pref.osaka.lg.jp/documents/14631

/keikaku202103.pdf

御指摘のと おり 、 広域化・ 集約化の推進に当たっ

ては東京都の果たすべき 役割も 大き いと 認識して

いま す。 今後、 長 期広域化・ 集約化計画の策定を

進めていく 中で、 御提案の内容も 含め、 必要な促

進策の検討を行っていき ま す。

30 2-4 事業者 ４ 章 32

リ チウムイ オン電池対策について、 対策の推進に

当たっては、 リ チウムイ オン電池の収集運搬・ 保

管・ 処分に係る 適正処理や再資源化を行える 事業

者の充実が非常に重要である と 考える 。 東京都は

事業者に対する 技術的なサポート や、 設備投資へ

の補助金、 さ ら には保管に係る 法規制等への対応

を行っていく べき ではないか。

リ チウムイ オン電池対策の推進に当たっては、 御

意見のと おり 、 リ チウムイ オン電池の適正処理・

再資源化を担う 事業者の充実が重要であり 、 今

後、 安全対策の強化などの対策を検討していき ま

す。

3-2 業界団体 ４ 章 32

3-2 業界団体 ４ 章 32

32 1-2 個人 ４ 章 33

災害廃棄物対策については、 「 どこ へ運ぶか」 に

関する 議論と 並行して「 どう やって運ぶか」 につ

いての議論も 重要ではないか。

御指摘のと おり 、 災害廃棄物を「 どう やって運ぶ

か」 の議論は重要な取組である と 認識しており 、

区市町村や業界団体等と 連携して検討・ 調整を進

めていき ま す。

33 4-2 地方公共団体 ４ 章 33

「 区市町村自ら が仮置場の用地を確保でき る よ う

指導・ 助言を実施」 について、 区部に関しては仮

置場の用地確保が特に困難である ため、 指導・ 助

言に限ら ず、 都有地の貸与等の対応を盛り 込んで

いただき たい。 ま た、 国に対しても 河川敷などを

含めた国が保有する 土地・ 施設の貸与について、

働き かけていただき たい。

仮置場については、 東京都災害廃棄物処理計画に

基づき 、 各区市町村が候補地の選定を進めていく

こ と と しており 、 原案のと おり と さ せていただき

ま す。 都有地及び国有地の貸与等については、 各

区市町村の状況等も 踏ま えつつ、 必要に応じ 関係

機関等への働き かけを行っていき ま す。

3-2 業界団体 ４ 章 33

3-2 業界団体 ４ 章 33

リ チウムイ オン電池対策について、 リ チウムイ オ

ン電池だけを分別回収する こ と は非常に難し いと

思われる 。 区市町村で電池類を一括して、 曜日と

回収ルート を決めて回収する と と も に、 特別区に

ついては、 各区が連携して同一の分別回収を行う

べき ではないか。

ま た、 外国人が多い自治体では、 外国人にも 分か

り やすく 、 分別回収を順守でき る 方法で対策を進

める べき ではないか。

リ チウムイ オン電池の分別回収については、 ご提

案いただいた方策も 含め、 地域の実情に応じ 様々

な取組方法が想定さ れま す。 都は、 リ チウムイ オ

ン電池の分別徹底、 混入防止が非常に重要である

と の認識のも と 、 「 リ チウムイ オン電池混ぜて捨

てちゃダメ ！」 プロ ジェ ク ト を展開しており 、 今

年度は新たに注意喚起用ポス タ ーの多言語化を実

施する など、 プロ ジェ ク ト の推進を図っていま

す。 今後も 区市町村をはじ めと する 関係主体と の

連携のも と 、 リ チウムイ オン電池対策の強化を進

めていき ま す。

災害廃棄物の処理は一般廃棄物と して区市町村が

処理にあたる こ と と なっている が、 区市町村にお

ける 災害廃棄物対策が進ま ないため、 東京都が

リ ーダーシッ プをと って対策を進めていく べき で

はないか。

ま た、 大規模災害時の災害廃棄物の広域処理を効

率的に進める ために、 船舶によ る 大量輸送を可能

にする 廃棄専用バース の整備を進めていく べき で

はないか。

区市町村における 災害廃棄物対策については、 合

同処理マニュ アルの策定支援や専門人材育成等の

機会を捉え、 実効性ある 対策の推進に向け区市町

村への伴走支援を行っていき ま す。

ま た、 大規模災害で発生する 大量の災害廃棄物に

ついて、 区市町村や業界団体等と も 連携し 、 広域

処理も 含め災害対応力の強化に向けた検討を進め

ていき ま す。

34
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https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/14631



